
第３期奈良県医療費適正化計画
（平成30～令和５年度）
の令和元年度進捗状況

令和３年３月

奈良県



１．令和元年度進捗状況の公表について

第３期奈良県医療費適正化計画は、国民皆保険制度を維持し県民の適切な医療の確保を図る観点から、県

が市町村、医療機関、保険者協議会等と広く連携して、医療に要する費用の適正化を総合的かつ計画的に推

進するため、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号。以下「法」という。）に基づき、平

成30年度から令和５年度までの６年間を計画期間として策定しました。（平成30年３月策定）

本計画では、計画期間において達成すべき目標と、「医療の効率的な提供の推進」、「県民の健康の保持

の推進」、「介護給付の適正化」の三つの分野ごとに医療費適正化に関する施策及びその行動目標等を定め、

県民、県、市町村、保険者、後期高齢者医療広域連合、国民健康保険団体連合会（国保事務支援センター）、

医療関係者、介護関係者、保険者協議会等が相互に連携・協力して取組を進めています。

本計画で定めた施策の取組状況や目標値の達成状況等については、法第11条第１項において、毎年度取り

まとめ、進捗状況を公表することとされていることから、令和元年度の状況を公表するものです。

○次ページ以降では、「医療の効率的な提供の推進」、「県民の健康の保持の推進」、「介護給付の適正

化」の分野ごとに設定した行動目標別に、目標値の達成状況、主な取組状況、それらに対する課題及び課

題への対応を記載しています。

○行動目標に係る令和元年度の実績値等の中には、一部現時点で公表されていないものや調査年度でない

ものがあり、その場合「未公表」又は「調査年度非該当」と記載しています。

○目標値の達成状況の中の「年度別想定値」は、年度ごとに目指すべき想定指標として、本計画開始前の

平成29年度の実績値を基準に目標値までの差分を目標達成年度までの年数で均等割り等したものを記載し

ています。

○「主な取組」欄中の［ ］内は、各取組の実施主体を記載しています。

○各団体の名称は、以下の略称を使用しています。

・保険者

全国健康保険協会奈良支部･･･協会けんぽ

奈良県市町村職員共済組合･･･市町村共済

公立学校共済組合奈良支部･･･公立共済

地方職員共済組合奈良県支部･･･地共済

警察共済組合奈良県支部･･･警察共済

奈良県医師国民健康保険組合･･･医師国保

奈良県歯科医師国民健康保険組合･･･歯科医師国保

南都銀行健康保険組合･･･南都健保

天理よろづ相談所健康保険組合･･･天理よろづ

・奈良県後期高齢者医療広域連合･･･広域連合

・奈良県国民健康保険団体連合会･･･国保連合会

・奈良県国民健康保険団体連合会 国保事務支援センター･･･センター

・奈良県保険者協議会･･･保険者協議会

次ページ以降（２．行動目標別の令和元年度進捗状況等）における留意点
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年度別
想定値

(2)
重症急性期機能の集約（病床数が増加せず、病院数
が減少する方向）（令和７年度目標）

実績値

病床数
5,885
病院数

37

病床数
6,200
病院数

36

病床数
5,937
病院数

34

(1)
奈良県地域医療構想に基づく病院機能の分化・連携
の推進（令和７年度目標）

－ － －

実績値出典：奈良県福祉医療部医療・介護保険局調べ

R3年度 R4年度 R5年度

自立支援型の地域ケア会議を
開催する市町村数

県内全市町村（39市町
村）
 （令和２年度目標）

実績値 18市町村 22市町村 32市町村

行動目標 年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度

年度別
想定値

－ 25市町村 32市町村 39市町村

②医療提供体制の均
てん化

・翌年度（令和２年度）のへき地診療所等派遣
人員１０名を決定した。［県］
・「ふるさとネットやまと」を活用し、へき地
診療所医師、看護師に対して専門医からの助言
を行う等の支援を実施し、より手厚い医療環境
を整えた。［一部事務組合］
・運航調整委員会を開催し、ドクターヘリ運用
の要領改正を行い、三県フライトスタッフ会議
及び安全管理部会で意見交換等を行った。
［県・県立医科大学］

・ICTなどを活用し、へき地
診療所医師、看護師に対す
る更なる支援が必要であ
る。
・自治医大卒医等派遣以外
の手法も活用し、へき地診
療所に勤務する医師の確保
が必要である。

・引き続きICTの活用などに
より、へき地診療所医師、
看護師に対する支援を実施
する。
・自治医大卒医等の派遣に
加えて、ドクターバンクに
よる医師の確保、地域の医
療機関からの代診医の派遣
等により医師の確保に努め
る。

病床数
5,885以下
病院数

37未満に集約

病床数
5,885以下
病院数

37未満に集約

病床数
5,885以下
病院数

37未満に集約

実績値出典：病床機能報告（厚生労働省）及び奈良県福祉医療部医療政策局調べ
※病床数は、高度急性期病床数及び重症急性期病床数の合計。病院数は、高度急性期または重症急性期を標榜する病院の数。

具体的な施策 主な取組 課題 次年度以降の対応

年度別
想定値

－
病床数

5,885以下
病院数

37未満に集約

病床数
5,885以下
病院数

37未満に集約

病床数
5,885以下
病院数

37未満に集約

①病院機能の分化及
び連携の推進

・「面倒見のいい病院指標」について、各病院
の活動内容がより実体的に反映できる内容にし
て「見える化」する方向にブラッシュアップし
た。［県］
・医師に対する継続的なキャリア形成支援と公
立・公的医療機関への適切な配置を行った。
（医師確保修学資金制度による医師配置数前年
度比9名増）［県・県立医科大学］
・地域医療構想調整会議等を開催し、医療・介
護関係者間で意見交換、情報共有等を行った。
［県・市町村］
・県内金融機関を対象に地域医療構想実現に向
けた県の取組（病院への補助金等）に関する説
明会を実施し、情報提供を行った。［県］

・「面倒見のいい病院指
標」を基に各病院の機能の
見える化及び機能強化が必
要である。
・医師確保修学資金制度か
らの離脱者の発生防止が必
要である。

・指標検討会で、病院間で
の共有及び県民への公表方
法を検討する。
・医師確保修学資金制度か
らの離脱防止のため、引き
続き面談、交流会、情報発
信等を実施し、県費奨学生
との顔の見える関係づく
り、意識醸成を図る。
・定性的なデータだけでは
なく、診療科ごとの診療実
績等の定量的なデータなど
も活用し、地域医療構想調
整会議の議論の活性化を図
る。

R3年度 R4年度 R5年度

実績値

行動目標 年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度

２．行動目標別の令和元年度進捗状況等

Ⅰ 医療の効率的な提供の推進

１ 急性期から回復期、慢性期、在宅医療、介護までの一貫した体制の構築

(1)医療ニーズに対応した医療提供体制の整備

(2)地域包括ケアシステムの構築と過不足のない効果的な介護サービス提供体制の整備
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1位

実績値出典：使用割合  実績値1　市町村国民健康保険・後期高齢者医療保険の医科外来及び調剤の使用割合
　　　　　　　　　　　実績値2　ＮＤＢデータによる奈良県の使用割合に市町村国保・後期高齢者医療（国保連合会レセ
　　　　　　　　　　　　　　　 プトデータ）の「医科、歯科及び調剤の割合」に占める「医科外来及び調剤の割合」
                               の比率を乗じて算出
　　　　　　全国順位　ＮＤＢデータによる都道府県別の使用割合の全国順位（「医科外来及び調剤の割合」は奈良県独自
　　　　　　　　　　　の指標であり、他の都道府県の数値が存在しないため)
（参考）
令和元年度奈良県内の各保険者別後発医薬品（医科、歯科及び調剤）使用割合（各保険者調べ）
　市町村国保・後期高齢者医療 71.1%、協会けんぽ 73.3%、市町村共済 77.3%、公立共済 77.9%、地共済 65.1%、
　警察共済 73.8%、医師国保 58.7%、歯科医師国保 66.2%、南都健保 69.8%、天理よろづ51.8%

(2)
後発医薬品の使用割合
（数量ベース）

全国1位の水準
（令和５年度目標） 年度別

想定値
－ 38位 31位 23位 16位 8位

実績値 46位 46位 未公表

64.6%

－

69.1%

72.3%

年度別
想定値

－ 72.1%
80%
以上

80%
以上維持

80%
以上維持

80%
以上維持

80%
以上維持

実績値1 64.2% 67.9% 71.0%

80%
以上維持

80%
以上維持

未公表

80%
以上

80%
以上維持

80%
以上維持

②過不足のない効果
的な介護サービスの
提供

・老人福祉施設整備事業において、老朽化対策
50床、特養40床を選定した。［県］

・引き続き老人福祉施設整
備事業の進捗管理及び適切
な執行を行う必要がある。

・引き続き老人福祉施設整
備事業の進捗管理を適切に
行う。

行動目標 年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

(1)
後発医薬品の使用割合
（数量ベース）
　　※医科外来及び調剤

80%以上
（令和元年度目標）

実績値2

年度別
想定値

①地域包括ケアシス
テムの構築・深化
イ　在宅医療・介護
の提供体制の整備と
連携の推進

・在宅医療推進会議を開催し、県民への啓発等
について意見を聞き取り、県事業への反映を検
討した。［県・医療関係者］
・看護学生に対する訪問看護ステーションでの
インターンシップ、訪問看護師養成講習会を実
施した。［県・市町村・介護関係者］
・地域密着型サービス施設等10件の整備に対
し、経費を一部補助した。［県］

・在宅医療の裾野拡大に向
けた取組を行う必要がある
が、引き続き施設への補助
等の取組を進めていく必要
がある。

・引き続き県医師会と連携
して在宅医療の裾野拡大に
向けた取組を続けていく。
・引き続き市町村が公募す
る看護小規模多機能型居宅
介護施設、地域密着型サー
ビス施設への補助を実施す
る。

具体的な施策 主な取組 課題 次年度以降の対応

①地域包括ケアシス
テムの構築・深化
ア　医療・介護の連
携強化、一体的・循
環的提供体制の構築

・自立支援型地域ケア会議を実施する市町村が
10増加し、32市町村となった。　［県・市町
村］
・入退院調整ルールを策定した市町村が2増加
し、38市町村となった。［県・市町村］
・在宅医療・介護推進事業担当者向け研修会を
開催し、情報やノウハウの提供により取り組み
を支援した。［県・市町村］
・医療機関間や医療機関と介護事業所間の情報
共有を行うためのＩＣＴシステム（宇陀けあ
ネット）の導入の効果検証・分析等を行う委託
事業者を決定し、事業実施にかかる調整を行っ
た。［県・市町村］
・まちづくりの方向性について、橿原市および
医大等の関係機関と一定の合意形成を図りなが
ら、「奈良医大附属病院周辺区域基本構想」素
案の検討を進めた。［医大］

・医療・介護連携推進事業
における各市町村での取組
状況に差がある。
・各圏域での入退院調整
ルールの周知を行う必要が
ある。

・在宅療養・看取りも視野
に入れ、各地域の個別支援
ケースからの課題整理や課
題解決に向けた検討の場の
設置や研修等も含め、市町
村が取り組みを推進してい
けるよう、今後もノウハウ
や情報の提供による市町村
支援を行っていく。
・各圏域での周知を深める
ことで、策定された入退院
調整ルールの定着につなげ
る。

２ 後発医薬品の使用促進
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年度別
想定値

－ 5.8% 5.4% 4.9% 4.4% 4.0%

15種類以上の薬剤を投与され
ている患者（国民健康保険及
び後期高齢者医療）の割合

平成27度数値(7.0%)よ
り半減
 （令和５年度目標）

実績値 6.3% 6.6% 6.1%

3.5%

実績値出典：「奈良県の医療費の状況」（奈良県）

③県民に対する意識
啓発

　
・「NaRaくすりと健康2019」イベントを開催
し、啓発活動を実施した。［県・保険者協議
会・医療関係者］
・広報紙、新聞、デジタルサイネージ、バスの
ラッピング広告等の広報媒体を使用して、県民
に後発医薬品の使用を促進した。［県・協会け
んぽ］
・被保険者に対して後発医薬品差額通知を送付
した。［市町村・センター・協会けんぽ・市町
村共済・公立共済・地共済・警察共済・医師国
保・南都健保・広域連合］

・県民の後発医薬品への意
義・必要性の認識が十分で
はない。
・差額通知結果の検証(費用
対効果など）が数値化でき
ていない。

・各保険者があらゆる広報
ツールを活用して啓発を実
施する。
・差額通知送付後に効果検
証を実施し、通知手法等を
見直す。

行動目標 年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

　 主な取組 課題 次年度以降の対応

②後発医薬品使用促
進のための情報提供

・先発医薬品の使用が多い病院を中心に訪問
し、後発医薬品使用促進の働きかけや情報提供
を行った。［県・協会けんぽ］
・県内医療機関に対し、保険者協議会名による
後発医薬品使用促進要請文書を発出した。［保
険者協議会］
・県内医療機関及び薬局に対し、個別の後発医
薬品使用割合等の情報提供を行った。［協会け
んぽ］
・後発医薬品の採用・選定リストを県ホーム
ページで公表した。（23病院）
・後発医薬品の使用率が低い薬効群のアドバン
テージ情報を医師会等団体のホームページに継
続掲載し、個別医療機関への訪問に活用した。
［以上県］

・後発医薬品使用割合の低
い医療機関に対して多様な
手法で働きかけていく必要
がある。
・採用・選定リストの情報
更新とその情報を広く周知
していく必要がある。

・後発医薬品使用割合の低
い医療機関に対して、訪問
や文書で幅広く使用促進を
要請する。
・新型コロナウイルス感染
症の状況等に配慮しなが
ら、訪問対象を拡大し、後
発医薬品使用割合が少ない
医療機関への働きかけを強
化する。
・大規模病院を中心に、経
済性を含めた医薬品の使用
指針であるフォーミュラ
リーの策定に向けた情報提
供を行う。
・採用・選定リスト情報を
随時更新し、ホームページ
掲載情報を医療関係者等に
広く周知する。

①医療関係者の意識
向上・取組の推進

・先発医薬品の使用が多い病院を中心に訪問
し、後発医薬品使用促進の働きかけや情報提供
を行った。［県・協会けんぽ］
・県内医療機関に対し、保険者協議会名による
後発医薬品使用促進要請文書を発出した。［保
険者協議会］
・県、県医師会、県薬剤師会等で構成する「奈
良県後発医薬品安心使用促進協議会」を開催
し、医療関係者への情報提供及び県民への啓発
について協議した。［県・保険者・医療関係
者］
・地域ごとの市町村、地区医師会、地区薬剤師
会、保険者等で構成する「医薬品適正使用促進
地域協議会」を桜井市、大和高田市で運営し医
薬品適正使用の取組の企画立案をし実行した。
橿原市で新たに協議会を設置し後発医薬品使用
促進の取組の検討を開始した。大和高田市及び
桜井市の地区医師会・地区薬剤師会を通じて診
療所及び薬局へ啓発ポスターの掲示及びジェネ
リック希望シールの設置を依頼。［県・市町
村・保険者・広域連合・医療関係者・介護関係
者］

・医療関係者の後発医薬品
の意義・必要性への認識が
十分ではない。
・使用割合の低い医療機関
に対して多様な手法で働き
かけていく必要がある。
・地域協議会設置済の桜
井・大和高田・橿原各市に
おいては、更なる実効的な
取組を進めていく必要があ
る。
・協議会設置地域を増や
し、後発医薬品使用促進の
取り組む地域の拡大が必要
である。

・後発医薬品使用割合の低
い医療機関に対して、訪問
や文書で幅広く使用促進を
要請する。
・新型コロナウイルス感染
症の状況等に配慮しなが
ら、訪問対象を拡大し、後
発医薬品使用割合が少ない
医療機関への働きかけを強
化する。
・地域協議会設置済地域に
おいては、医療提供側に向
けた取組を強化する。
・他地域で新たに地域協議
会を設置し、取組の拡充を
目指す。

３ 医薬品の適正使用促進（重複・多剤投薬、残薬対策）

4



196人
以下

実績値出典：奈良県医師会調べ

具体的な施策 主な取組 課題 次年度以降の対応

①糖尿病診療体制の
強化

・糖尿病診療に関する地域別勉強会を開催し
た。［県］
・「奈良県糖尿病診療ネットワーク協力医療機
関」の認定スキームを作成した。［県］
・糖尿病専門医試験合格に向けて５名の研修を
継続し、令和元年度中に糖尿病専門医１名を認
定した。［県・県立医科大学］

・勉強会や県広報紙以外に
も、取組の啓発を行ってい
く必要がある。
・糖尿病診療ネットワーク
協力医療機関の認定制度の
開始し、定着させる必要が
ある。
・糖尿病患者の受療動向が
どのように変化していく
か、引き続きレセプトデー
タ等を分析し定点観察を行
う必要がある。

・医師会をはじめ各団体が
出す郵送物への同封などの
様々な経路を利用して、情
報が広く行き渡るよう工夫
する。
・糖尿病診療ネットワーク
協力医療機関の認定制度を
開始し、定着を図る。
・引き続き、奈良県立医大
にて糖尿病専門医認定に向
けた研修の実施する。
・レセプト及び健診結果
データを用いた糖尿病診療
状況分析を実施する。

糖尿病性腎症による新規人工
透析導入患者数

直近３年（平成26～28
年度）の平均（年間197
人）より減少
 （令和５年度目標）

年度別
想定値

－ 223人 218人 212人 207人 201人

実績値 229人 215人 211人

行動目標 年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度

主な取組 課題 次年度以降の対応

②県民に対する意識
啓発

・新聞広告など、幅広い層に行き渡る啓発手段
を活用し、県民への啓発を実施した。
・重複・多剤投薬の解消等につなげる薬剤師に
よる出張セミナーや出前トークを実施した。
［以上県］
・お薬手帳カバー、残薬バッグ、啓発リーフ
レット等を配布した。［県・センター・協会け
んぽ］
・県薬剤師会の薬剤師による出張セミナー及び
お薬相談会を開催し、お薬手帳カバー及び残薬
バッグを配布した。［県・医療関係者］
・「NaRaくすりと健康2019」イベントを開催
し、啓発活動を実施した。［県・保険者協議
会・医療関係者］
・重複・多剤等服薬者に対し、注意喚起文書、
服薬情報等を送付した。［センター・医師国
保・広域連合］

・県民の医薬品適正使用の
意義・必要性の認識が十分
ではない。
・注意喚起文書等の一方的
な通知では効果が限定的で
あるため、個別、直接的な
指導助言が必要である。

・県薬剤師会と連携し、よ
り多くの出張セミナー等の
啓発の場を確保する。
・地域協議会、保険者協議
会と連携し、お薬手帳カ
バー等の効果的な配布や広
報啓発を実施する。
・注意喚起文書、服薬情報
等の送付を継続するととも
に、県薬剤師会や市町村関
係部署と連携して訪問指導
を実施する。

R3年度 R4年度 R5年度

①医療関係者の意識
向上・取組の推進

・薬剤師向けのポリファーマシー対策講演会を
実施した。［県］
・桜井市と大和高田市で「医薬品適正使用促進
地域協議会」を開催し、関係者間で情報共有や
意見交換を実施した。橿原市で新たに協議会を
設置し、疑義照会簡素化のルール作りについて
の協議を協議会として行うことを合意した。
［県・市町村・保険者・広域連合・医療関係
者・介護関係者］

・医療関係者の医薬品適正
使用の意義・必要性の認識
が十分ではない。
・医療関係者向けのポリ
ファーマシー対策講習会に
ついて、医師会と連携して
取り組む必要がある。
・地域協議会の既存地域の
継続運営と他地域での立ち
上げが必要である。

・医療関係者向けポリ
ファーマシー対策講習会へ
の医師参加確保のため、医
師会と連携していく。
・地域協議会設置済地域に
おいては、先進事例の検討
を深め、より実効的な取組
を図る。
・他地域で新たに地域協議
会を設置し、取組の拡充を
目指す。

具体的な施策

４ 糖尿病重症化予防の推進
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本県の医療の質の向上に向けて、医療機能の「見える
化」を推進して広く県民に各種の医療情報を提供すると
ともに、医療機関による自らの取組を促す

実績値

年度別
想定値

③定期的な情報交換
の実施

・療養費の適正化につなげるため、各保険者の
実施する審査・点検の実施方法などについて情
報提供、意見交換した。［保険者］

・引き続き保険者間等で定
期的に療養費に関する情報
交換をしていく必要があ
る。

・全体を集めての情報交換
は難しいが、個々の保険者
とは情報交換・連絡調整を
行う。

行動目標 年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

全国平均
以下

全国平均
以下

①国民健康保険の療
養費の点検・調査の
共同実施

・柔道整復施術等療養費について、審査・点
検・調査等を実施した。疑義のある申請書は被
保険者等に照会し、返戻を実施した。［国保連
合会・協会けんぽ・市町村共済・南都健保・公
立共済・広域連合］

・多部位施術、長期施術、
頻回施術等の施術内容に疑
義がある申請があるため、
引き続き審査・点検の強化
が必要である。

・引き続き、療養費支給申
請書の縦覧・横覧点検など
点検・審査を強化するとと
もに、被保険者への文書照
会を通じて、適正を欠くと
判断した申請書については
過誤返戻を行う等必要な措
置を講じる。

②専門職員の配置

・新たに専門職員を配置し、柔道整復施術療養
費審査委員会、療養費審査委員会の審査機能を
強化した。［国保連合会］

・医療（医科）との突合点
検の充実を図る必要があ
る。

・柔整師を引き続き配置す
るとともに審査委員会機能
の充実を図る。

全国平均
以下

実績値出典：国民健康保険事業年報、後期高齢者医療事業年報（厚生労働省）

具体的な施策 主な取組 課題 次年度以降の対応

R3年度 R4年度 R5年度

１人当たり柔道整復施術療養
費（国民健康保険＋後期高齢
者医療）

全国平均水準にまで減
少
 （令和５年度目標）

実績値 4,249円 3,973円 3,831円

行動目標 年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度

年度別
想定値

－ 3,458円
全国平均
未公表

全国平均
以下

②奈良県糖尿病性腎
症重症化予防プログ
ラムに基づく取組の
推進

・対象者に糖尿病受診勧奨通知、保健指導等を
実施した。［市町村・センター・協会けんぽ・
地共済・天理よろづ］
・奈良市及び奈良市医師会と連携して、保健指
導による糖尿病重症化予防を実施した。［協会
けんぽ］
・医療関係者（かかりつけ医、コメディカル
等）に対する奈良県糖尿病性腎症重症化予防プ
ログラムの研修等を実施し、取組を推進した。
・市町村への技術的助言や関係機関との連携を
行い、市町村の糖尿病性腎症重症化予防プログ
ラムに基づく取組を支援した。［以上セン
ター］
・受診勧奨対象を拡充するなどの奈良県糖尿病
重症化予防プログラムの改定を実施した。
［県・医師会］

・受診勧奨後の医療機関受
診状況等のフォローが十分
ではない。
・受診勧奨をしても医療機
関受診につながらないケー
スも多い。
・新規保健指導参加者の更
なる増加と前年度参加者の
フォロー体制の充実が必要
である。
・糖尿病重症化予防プログ
ラムを実施する保険者が限
定的である。

・受診勧奨後の未受診の者
に対する市町村へのフォ
ロー体制の構築を図る。
・今後重症化が予想される
対象者への効果的な受診勧
奨、再勧奨、セミナー等を
実施する。
・保健指導に関して、アド
バイザーを招いた報告会を
開催し、各市町村における
実践事例を共有する。
・糖尿病重症化予防プログ
ラムの全保険者による実施
に向けて保険者協議会にお
いて検討を行う。

５ 療養費の適正化

６ 医療に関する情報提供の推進

6



具体的な施策 主な取組 課題 次年度以降の対応

①公立医療機関にお
ける後発医薬品の使
用促進

・後発医薬使用割合の各年度目標を設定し、令
和元年度は57.0％（目標は60.0%）まで上昇し
た。［県立医科大学］
・後発医薬品使用割合の高水準（総合94.3%、
西和95.5%）を維持した。［県立病院機構］
・大和高田市立病院において、大和高田市医薬
品適正使用促進地域協議会に参画し、他の構成
団体と後発医薬品使用促進に関する情報共有や
意見交換を行った。［公立医療機関］

　
・医大の後発医薬品使用割
合を更に上昇させる必要が
ある。
・医薬品適正使用促進地域
協議会において、取組を実
施する公立医療機関が限ら
れている。

・引き続き医大において、
中期目標達成に向けた取組
を進め、定期的に開催する
医大の将来像実現推進会議
において、進捗状況の共有
や課題の検討・協議を行
う。
・既存３地域に加えて、他
地域で地域協議会を立ち上
げるとともに、公立医療機
関の参加を促し、後発医薬
品使用割合の向上を図る。

公立医療機関による医療適正化の取組とそれを支える公
立医療機関の費用構造改革を徹底し、その状況を積極的
に開示する

実績値

年度別
想定値

④データを活用した
医療費分析と分析結
果の具体的活用

・地域差（市町村差）と対前年度増減に着目し
た分析で医療費分析を進める方針とスケジュー
ルを作成した。
・専門機関と連携して医療費分析を進めていく
体制を整えた。
・東和医療圏・中和医療圏のがん関連データを
集計・分析し、課題の抽出を実施し、データか
ら見える課題と地域の声をもとに地域の実情に
合った効果的ながん対策の提案を実施した。
［以上、県］

・専門機関と連携して医療
費分析を進めていく体制は
整えたが、まだモデル市町
村での部分的な分析を行っ
たのみで、本格的な医療費
分析が実施できていない。
・データに基づくがん対策
の提案を他の医療圏でも取
り組んでいく必要がある。

・専門機関と連携を密にし
て医療費分析を進め、医療
費適正化に繋がる医療費分
析結果を市町村、保険者、
医療関係者等の提供する。
・データに基づくがん対策
の提案を奈良医療圏・西和
医療圏に拡大して行う。

行動目標 年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

②回復期及び慢性期
における取組

・「面倒見のいい病院」指標のブラッシュアッ
プ、及び優良事例を横展開するシンポジウムや
事例集作成の取組を通して、面倒見のいい病院
の機能の強化を行った。［県］

・継続して「面倒見のいい
病院」指標のブラッシュ
アップを行い、各病院の機
能の見える化及び機能強化
を促進していく必要があ
る。

・病院が自院の機能を高め
ること及び周辺病院との連
携をより進められるよう、
優良事例の横展開や病院の
取組共有によりサポートす
る。

③ＳＣＲを活用した
診療行為の傾向分析

・SCRのデータ整理を実施した上で、出現率の
高い医療行為を抽出した。
・SCRを活用し分析手法に関して、専門家や医
療関係者等から意見・情報を収集した。［以
上、県］

・抽出した医療行為につい
て、その医療行為の医療費
の地域や医療機関での偏り
を分析していく必要があ
る。

・専門家等からの知見を得
た上でSCRの分析手順を作成
し、分析を進めていく。

具体的な施策 主な取組 課題 次年度以降の対応

①医療提供状況の
「見える化」

・レセプトを用いた分析により、疾病ごとの受
療動向や各病院の診療実績等の見える化を行
い、地域医療構想の実現に向けた取組を行う各
病院に対して有益な情報提供を行った。
・「がんネットなら」を改修し、県内のがん診
療連携拠点病院等の診療機能や実績等をわかり
やすく公表し、チラシを作成して県民への周知
を図った。［以上、県］

・今後も継続してデータ分
析等を行い、医療提供状況
の見える化を行い、情報提
供していく必要がある。

・受療動向や診療実績など
経年変化を把握するために
定点観測を行う。
・これまで見える化できて
いない事項（例：DNR（蘇生
措置拒否）の実態など）に
ついても、分析手法の開発
を試みる。
・「がんネットなら」の改
修に伴い、療養ガイドを改
訂し、「がんネットなら」
の普及啓発を行うと共に、
県民への情報提供を行う。

７ 公立医療機関における医療費適正化等の取組
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④情報開示の推進

・医大の将来像実現推進会議において、中期目
標・中期計画の進捗状況を提示し、議論を行っ
た。（紙・電子媒体による情報発信を充実（年
度目標：情報発信の充実））［県立医科大学］
・県立病院機構の運営検討会議において、中期
目標・中期計画の進捗状況について議論を行っ
た。（総合、西和、リハで公開講座を開催）
［県立病院機構］

・引き続き情報開示を推進
していく必要がある。

・中期目標の達成に向け、
各取組を進め、定期的に開
催する会議において、進捗
状況の共有や課題の検討・
協議を行う。

②公立医療機関にお
ける医薬品適正使用
促進（重複・多剤投
薬）

・大和高田市立病院において、大和高田市医薬
品適正使用促進地域協議会の開催により、公立
医療機関における医薬品適正使用の状況を把握
し、意識の共有を行った。［公立医療機関］

・医薬品適正使用促進地域
協議会において、取組を実
施する公立医療機関が限ら
れている。

・既存３地域に加えて、他
地域で地域協議会を立ち上
げるとともに、公立医療機
関の参画を促し、医薬品適
正使用を促進させる。

③公立医療機関にお
ける費用構造改革

・医大の将来像実現推進会議において、中期目
標・中期計画の進捗状況を提示し、議論を行っ
た。［県立医科大学］
・県立病院機構の運営検討会議において、中期
目標・中期計画の進捗状況を提示し、議論を
行った。［県立病院機構］

・引き続き進捗状況の共有
や課題の検討・協議をして
いく必要がある。

・中期目標の達成に向け、
各取組を進め、定期的に開
催する会議において、進捗
状況の共有や課題の検討・
協議を行う。

Ⅱ 県民の健康の保持の推進
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③保険者間の連携強
化

・保険者協議会の場で特定健診実施の取組や課
題について協議した。［保険者協議会］

・今後、保険者間での更な
る連携が必要である。

・実施可能な連携方法を具
体的に検討する。

④特定健康診査の利
便性の向上

・特定健診・がん検診の受診率向上に関するグ
ループワークを実施し、市町村の次年度以降の
取組の取りまとめを実施した。［県］
・へき地における集団健診実施の支援として、
12市町村に補助を実施した。［センター］
・上半期、下半期に被扶養者対象の特定健康診
査（無料）集団健診を実施。骨密度測定などオ
プショナル検査（無料）を行い、下半期は歯科
医師会と連携し、更に歯科検診（無料）を実施
した。［協会けんぽ］

・特定健診受診率向上につ
いて、今年度取りまとめた
各市町村の取組予定の実施
が必要である。
・へき地の市町村での更な
る利便性の向上に向けた効
果的な支援事業の検討が必
要である。

・特定健診とがん検診の同
時実施を推進する。
・定期的に各市町村の取組
状況を確認し、全県で情報
共有しながら取組を実施す
る。
・引き続き、へき地の市町
村との検討会を通じて課題
を共有しつつ、更なる支援
事業を検討するとともに、
補助事業（集団健診の割増
負担軽減対策等）を継続実
施する。

①特定健康診査未受
診者への受診勧奨、
健診結果の通知

・特定健康診査未受診者に対し受診案内や受診
勧奨通知を送付した。［市町村・センター・保
険者］
・次年度特定健康診査の対象となる者（39歳被
扶養者）に血液検査サービスを提供した。［協
会けんぽ］
・人間ドック費用の一部助成を行った。［警察
共済］
・個人向け健康ポータルサイトを開設し、サイ
ト登録後の利用状況に応じたヘルスケアポイン
トの付与によるインセンティブを活用した事業
を開始した。［市町村共済］

・特定健康診査の実施率が
伸び悩んでおり、新型コロ
ナウイルス感染症の影響で
実施が困難なケースが生じ
る。
・被用者保険の被扶養者の
受診率向上のための勧奨方
法の検討が必要である。

・新型コロナウイルス感染
症の状況に配慮しながら、
受診案内や受診勧奨を進め
る。
・データを活用して階層化
の上、未受診者への個別勧
奨を実施する。
・被用者保険の被扶養者に
対して複数回の受診勧奨を
実施する。

②専門職の資質向上
支援と連携強化

・市町村の特定健康診査の実施率向上や特定保
健指導の質の向上、データヘルスの推進等に資
する研修会等を実施した。［センター］

・引き続き特定健康診査・
特定保健指導従事者の資質
向上を図っていく必要があ
る。

・参加者アンケートを受け
て、研修時間を拡充し、よ
り充実した講演及び事例検
討を実施する。

実績値出典：特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデータ（厚生労働省）

（参考）
(1)令和元年度奈良県内各保険者別の特定健康診査実施率（各保険者調べ）
　市町村国保33.6%、協会けんぽ44.7%、市町村共済78.5%、公立共済80.0%、地共済88.0%、警察共済76.8%、
　医師国保31.9%、歯科医師国保60.7%、南都健保93.6%、天理よろづ82.4%

(2)令和元年度奈良県内各保険者別の特定保健指導実施率（各保険者調べ）
　市町村国保19.3%、協会けんぽ26.0%、市町村共済38.0%、公立共済42.0%、地共済43.4%、警察共済68.7%、
　医師国保2.3%、歯科医師国保17.7%、南都健保92.5%、天理よろづ9.0%

具体的な施策 主な取組 課題 次年度以降の対応

年度別
想定値

－ 22.3% 26.9% 31.4% 35.9% 40.5%

(2)
特定保健指導が必要と判
断された被保険者に対す
る特定保健指導の実施率

45%以上
（令和５年度目標）

実績値 17.8% 22.2% 未公表

45%以上

年度別
想定値

－ 49.2% 53.3% 57.5% 61.7% 65.8% 70%以上

(1)
40歳以上74歳以下の被保
険者に対する特定健康診
査の実施率

70%以上
（令和５年度目標）

実績値 45.0% 46.8% 未公表

行動目標 年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

Ⅱ 県民の健康の保持の推進

１ 特定健康診査及び特定保健指導の実施率の向上
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④生涯活躍し続けら
れる社会づくり

・「ならシニア元気フェスタ」を開催し、高齢
者が運動・スポーツ活動に取り組むきっかけづ
くりを推進した。［県］
・健康づくりセミナーとして、生活習慣改善の
ための運動を実施した。［公立共済］
・「住民運営の通いの場」の先行市町村の取組
等の視察研修会や意見交換会を開催した。
［県・市町村］
・適正就業やシルバー人材センターの会員拡充
に向け、センターへの定期（個別）指導、会員
向け技能講習等を実施した。［県・市町村］

・セミナー参加者を増加さ
せる必要がある。
・引き続き、「住民運営の
通いの場」を充実させてい
く必要がある。
・定年延長・再雇用制度の
整備に伴い、会員数が減少
傾向にある。

・より多くの被保険者に参
加してもらえるよう、セミ
ナー内容、日程、人数、会
場設定等を検討する。
・「住民運営の通いの場」
の取組について、引き続
き、研修会の開催や個別支
援等を継続して実施する。
・シルバー人材センター会
員数の増加のため、会員の
ニーズを満たす就業先の開
拓等を実施する。

③「おでかけ健康
法」の普及

・橿原及び王寺健康ステーションを運営し、お
でかけ健康法を普及啓発した。［県］
・健康ポイント事業を健康づくり等を行うヘル
スケアポイント付与事業の中で実施した。クピ
オ機能の拡充にあわせて、ポイント項目を追加
した。［地共済］

健康ステーションの新規モ
ニター数が年々減少傾向に
あることから、各ステー
ションと連携し、体験後の
モニター登録率を増加させ
る必要がある。
・市町村運営健康ステー
ションの新規開拓が必要で
ある。
・健康情報提供サイト「ク
ピオプラス」の利用率を向
上させる必要がある。

・県による橿原及び王寺健
康ステーションの運営とと
もに、市町村の健康ステー
ション実施運営補助を継続
して実施する。
・健康情報提供サイト「ク
ピオプラス」の新規登録者
を獲得するため、クピオプ
ラスの周知方法、ウェブイ
ベント等の実施時期等の検
討を行う。

①野菜摂取の普及啓
発

②減塩の普及啓発

・各保健所において、市町村やボランティアと
連携し、県民向け食育イベント等を実施した。
［県］
・やさしおベジ増しプロジェクトとして、県内
スーパーマーケットの中食（そう菜等）をこれ
までより減塩化して販売開始した。［県］
・減塩・野菜摂取セミナー及び料理教室を実施
した。［地共済］

・参加協力店の増加や県民
への周知について、取り組
みの強化が必要である。
・募集定員が少ないため、
実施回数を増やすなど、セ
ミナーの開催方法を検討す
る必要がある。

・引き続き、参加協力店の
増加や県民への周知につい
て、取り組む。
・セミナー等への参加者を
増やすため、実施時期、周
知方法等を検討する。

具体的な施策 主な取組 課題 次年度以降の対応

年度別
想定値

－ 12.0% 14.6% 17.2% 19.8% 22.4%

特定保健指導対象者の減少率
（対平成20年度比）

25%以上
（令和５年度目標）

実績値 9.4% 8.4% 未公表

25%
以上

実績値出典：特定健康診査・特定保健指導の実施状況に関するデータ（厚生労働省）より算出

⑤特定保健指導の実
施率向上のための取
組

・特定保健指導未利用者に対し、通知や電話に
よる利用勧奨を実施した。［市町村・セン
ター・保険者］
・集団型・巡回型保健指導を継続実施した。
［市町村共済・警察共済］
・職場への訪問型保健指導を実施した。［地共
済］
・事業所への保健指導内容を見直し、特定保健
指導継続支援の外部委託を推進させ、初回面談
実施数の増加を図った。［協会けんぽ］

・特定保健指導の実施率が
伸び悩んでおり、新型コロ
ナウイルス感染症の影響で
実施が困難なケースが生じ
る。
・対象者に保健指導を受け
てもらうための勧奨方法や
指導方法の工夫が必要であ
る。

・新型コロナウイルスの感
染状況に配慮しながら、利
用勧奨や保健指導を実施す
る。
・ICTを活用した非対面式に
よる特定保健指導面談を実
施する。

行動目標 年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

２ 生活習慣病予防に向けた生活習慣の改善
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③禁煙の普及啓発

・各県保健所において、市町村庁舎管理担当課
へのヒアリングを実施し、相談支援を実施し
た。［県・市町村］
・県・市町村の本庁舎・議会棟・公用車の禁煙
実施状況調査を行い、行政機関での禁煙実施状
況の把握を行った。また、市町村へのヒアリン
グから市町村の受動喫煙に対する取組等を調査
することで、地域毎の課題を分析し事業展開を
行った。［県］
・協会けんぽと奈良市・奈良市医師会が連携
し、喫煙者へ禁煙外来の受診を促す事業につい
ては、COPD（慢性閉塞性肺疾患）の講座や通知
事業を実施した（約1,850件）。［市町村・協
会けんぽ］
・禁煙者に対するセミナー（タバコ勉強会）を
実施した。［警察共済］

・市町村ごとに地域に応じ
た禁煙対策を実施する必要
がある。
・禁煙を希望する者の禁煙
実施を促すため、引き続
き、禁煙セミナー等を開催
し、支援していく必要があ
る。

・市町村たばこ対策分析評
価を行い、地域別に効果的
な事業運営を行っていくと
共に、県民への情報提供を
行う。
・改正健康増進法の全面施
行となるため、世界禁煙
デーや市町村での既存事業
での受動喫煙対策について
普及啓発を行っていく。
・引き続き、禁煙セミナー
等を実施し、禁煙希望者の
禁煙を支援していく。

②受動喫煙防止対策
に係る現状把握と県
民へのわかりやすい
表示

・受動喫煙防止対策普及啓発用リーフレットの
配布を実施した。
・法改正に伴い、周知啓発のため各関係機関や
保健所に働きかけ、各所への情報提供を行っ
た。作成した啓発資材をもとに、各事業所・団
体へ向けた周知及び普及啓発を各保健所管内で
実施した。
・保健所に相談員を配置し、県民・事業所等か
らの相談窓口を設置した。
［以上、県・市町村］

・引き続き、健康増進法改
正に伴う受動喫煙防止対策
や相談対応、周知等を充実
させる必要がある。

・受動喫煙防止対策普及啓
発について、R2年4月より改
正健康増進法が全面施行と
なるので、県民・事業者・
保健所・市町村等へ幅広く
情報提供を行う。
・受動喫煙防止対策相談支
援事業について、法改正に
よる相談件数の増加が予想
されるため、保健所との情
報共有を行い、対応マニュ
アルに基づき対応する。

－

実績値出典：なら健康長寿基礎調査（奈良県）

具体的な施策 主な取組 課題 次年度以降の対応

－ 11.6% 11.2% 10.7% 10.3% 9.9%

①禁煙支援体制の整
備・充実、禁煙支援

・禁煙支援リーフレットの提供について県医師
会会員へ周知（1,080件）、配布した。
・禁煙支援を行う専門職の資質向上のため、禁
煙指導アドイザー研修会を実施した。
・禁煙支援協力薬局の数が増加し、91件となっ
た。
・禁煙支援リーフレットの配布を行い、県の禁
煙支援についての周知を行った。
医療機関：26カ所（1900部）　薬局：11カ所
（750部）［以上、県］
・禁煙外来受診により禁煙に成功した者につい
て受診費用を２万円まで助成した。（４名助
成）［地共済］

・更なる禁煙支援相談体制
の強化や周知を行う必要が
ある。

・年に1～2回研修会を開催
することで、専門職のスキ
ルアップ・意見交換機会を
設け、禁煙支援相談体制の
強化を図る。
・禁煙支援協力薬局の増加
となるように取り組み、登
録薬局に禁煙相談支援の周
知を図る。
・禁煙リーフレットの普及
のため、医師会や薬剤師会
等へ案内を行い、広く周知
啓発を図る。

R3年度 R4年度 R5年度

成人の喫煙率
9.9%

（令和４年度目標）

実績値 12.0% 11.9% 13.2%

行動目標 年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度

年度別
想定値

３ 喫煙対策
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①歯科検診の受診率
の低い年齢層を対象
とした受診勧奨

・特定健診従事者歯科口腔保健講習会を実施し
た。［県・医療関係者］
・歯科医師会と協会けんぽとの間で連携協定を
締結し、歯科検診（無料）を実施した。［協会
けんぽ・医療関係者］
・歯の磨き方等についての歯科衛生セミナーを
実施した。［地共済・警察共済］
・75歳、80歳、85歳の約40,000人を対象に口腔
健診の受診案内を送付し、無料で口腔内診査、
口腔機能診査、事後指導等を実施した。［広域
連合］

・集団検診の実施を市町村
に働きかける必要がある。

・健診結果から、要治療者
を抽出し医療機関への受診
勧奨等の実施方法の検討を
行う。
・市町村に集団検診に対す
る補助内容を説明し、実施
に向けて働きかけを行って
いく。

実績値出典：なら健康長寿基礎調査（奈良県）

具体的な施策 主な取組 課題 次年度以降の対応

年度別
想定値

－
男性43.2%
女性48.0%

男性44.9%
女性48.5%

男性46.6%
女性49.0%

男性48.3%
女性49.5%

男性50%
女性50%

R3年度 R4年度 R5年度

歯科医師による定期的な
チェック（年１回）を受けて
いる人の割合（20歳以上）

50%
（令和４年度目標）

実績値
男性41.5%
女性47.5%

男性42.3%
女性51.1%

男性42.7%
女性52.9%

行動目標 年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度

－

②がん検診の精度の
向上

・市町村・保健所がん検診担当者を対象に、が
ん検診従事者研修会（市町村精度管理）を開催
した。
・がん検診チェックリストを用いた精度管理に
ついて国立がん研究センター講師の講演会を実
施した。［以上、県］

・がん検診受診率および精
度向上が必要である。

・従事者研修会の開催によ
り、医療従事者および市町
村のがん検診担当者の質の
向上を目指す。

－

実績値出典：国民生活基礎調査（厚生労働省）
※がん検診受診率の年度別想定目標は、平成29年度が調査年度ではないため、平成28年度の受診率（胃がん36.2%、
　肺がん38.5%、大腸がん39.0%、子宮がん38.3%、乳がん40.9%）を基準に目標値までの差分を目標達成年度までの
　年数で均等割りしています。

具体的な施策 主な取組 課題 次年度以降の対応

年度別
想定値

－

胃40.8%
肺42.3%

大腸42.7%
子宮42.2%
乳43.9%

胃43.1%
肺44.2%

大腸44.5%
子宮44.2%
乳45.4%

胃45.4%
肺46.2%

大腸46.3%
子宮46.1%
乳47.0%

胃47.7%
肺48.1%

大腸48.2%
子宮48.1%
乳48.5%

胃50%
肺50%

大腸50%
子宮50%
乳50%

①がん検診の受診の
促進

・「がん検診を受けよう！」奈良県民会議にお
いて、講演会の開催、街頭キャンペーンでの啓
発グッズの配布等を行い、がん検診の必要性を
周知した。［県・市町村・保険者・企業・関係
団体］
・がん検診費用の一部費用助成を行った。［警
察共済・歯科医師国保・天理よろづ］
・がん検診受診率向上に積極的に取り組む企業
等を「奈良県がん検診応援団」として２団体認
定した（計1７団体）。［県・企業］
・加入事業所に複数回検診受診案内を実施し
た。［協会けんぽ］
・市町村の協力を得て、がん検診の同時実施を
行った。［市町村・協会けんぽ］

・がん検診の受診率を上げ
るための対策を検討してい
く必要がある。
・奈良県がん検診応援団企
業を更に増加させる必要が
ある。

・がん検診の体制整備を図
るため､各保健所において、
管内市町村のがん検診実施
状況の把握・分析・評価を
行い、市町村に対する技術
的支援を行う。
・ホームページでの募集に
加え、知事表彰式受賞企業
や企業と面談時に積極的に
応援団企業の推進を行う。

がん検診の受診率
50%（5がんすべて）
（令和４年度目標）

実績値
調査年度
非該当

調査年度
非該当

胃42.1%
肺44.8%

大腸42.8%
子宮42.5%
乳45.1%

行動目標 年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

４ がん検診の受診率の向上

５ 歯と口腔の健康の推進
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③在宅歯科医療の推
進

・県歯科医師会と業務委託契約し、相談窓口を
設置、運営した。［県・医療関係者］
・在宅歯科医療の周知啓発、訪問歯科を必要と
している患者の相談業務を実施した。［県・医
療関係者］
・口腔ケア研修会を実施した。［県・医療関係
者］

・関係団体とも連携して継
続して取り組んでいく必要
がある。

・相談窓口の運営、在宅歯
科医療の周知啓発、口腔ケ
ア研修会等を継続して実施
する。

④介護予防と連携し
た歯科口腔保健指導

・歯科医師や歯科衛生士、健康運動指導士等が
地域に出向き、口腔健診や指導、運動習慣や栄
養に関する指導・啓発を実施した。［セン
ター・広域連合・医療関係者］
・各市町村の保健事業の充実と連携強化をめざ
し、県内５ブロックにおいて、市町村の保健師
や事務担当者を対象に、課題や取組事例などの
情報交換会を開催した。［センター・医療関係
者］

・介護予防との一体的事業
の観点からも効果の高い事
業と考えており、利用促進
にあたっては、各市町村の
後期高齢者担当部署だけで
なく、介護担当や健康づく
りなどの部署との連携が必
要である。

・市町村の保健師や後期高
齢者医療・国保・介護・地
域包括ケアなどの担当者と
の連携を強化して、活用促
進を図る。

②口腔保健支援セン
ターの設置

・歯科衛生士（臨時職員）1名を配置して口腔
保健支援センターを運営した。
・歯科口腔保健推進に係る特定健診の質問票の
活用状況調査を実施し、報告した。
［以上、県］

・歯科医師による定期的な
チェック（年1回）を受けて
いる人の割合を更に上昇さ
せる必要がある。

・割合は上昇傾向にあるた
め、事業を継続して実施す
る。
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①要介護認定の適正
化

・要介護認定に係る各市町村の一次判定のバラ
ツキが大きい、認定率が高い市町村を中心にヒ
アリングを実施した。
・「項目理解度テスト」の分析結果等を、市町
村長サミットにて、情報提供をした。
・適正かつ公平な要介護認定の確保を図るた
め、認定調査員新任研修、認定調査員現任研修
を実施した。
［以上、県・市町村］

・認定調査員の資質向上に
向けての情報提供や研修が
必要である。

・引き続き、認定調査員の
資質向上に向けて、認定率
の地域差分析及び市町村へ
の情報提供を実施する。
・認定調査員の理解を深め
るため、研修等を実施す
る。

②自立支援や重度化
防止に繋がる効果的
な介護給付の推進

・県専門職を市町村に派遣し、ケアプラン点検
の質の向上を図った。
・町村が合同開催した事例検討会に、スーパー
バイザーの派遣を行った。
・ケアプラン点検の課題として、ノウハウ・ス
キル不足と回答した市町村等を個別訪問し、情
報収集、ケアマネジメントチェックシートの照
会等を行った。
［以上、県・市町村］
・市町村の健康教育、健康相談及び人間ドック
などの長寿・健康増進事業に対して、18市町村
の補助を行った。
・県内5ブロックにおいて、市町村の保健師や
事務担当者等を対象に、令和2年度から施行す
る「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実
施」等について説明するとともに、グループ
ワークを行った。
［以上、広域連合］

・引き続き、市町村がケア
プラン点検に必要となるノ
ウハウ・スキルを学んでい
くための支援が必要であ
る。
・市町村における高齢者の
保健事業と介護予防の一体
的な実施について、市町村
内での関係部署の連携が円
滑に進んでいない市町村が
多く、市町村内での体制づ
くりを支援する必要があ
る。

・引き続き、専門職やスー
パーバイザーの派遣を通じ
てケアプラン点検の質の向
上を図る。
・市町村に対し、ＫＤＢシ
ステムを活用した現状分析
や事業評価の手法を周知す
るとともに、健康診査の結
果など客観的なデータに基
づいた分析資料を提供して
いく。

－

実績値出典：平均要介護期間　健康寿命（平均自立期間）の算出値について（奈良県）
　　　　　　要介護認定率　介護事業状況報告（厚生労働省）

具体的な施策 主な取組 課題 次年度以降の対応

要介護認定率の市町村格差（年齢調整後）の是正
（令和２年度目標）

全国平均
未満

－ － －

(2)

実績値
格差

6.9ﾎﾟｲﾝﾄ
格差

7.6ﾎﾟｲﾝﾄ
格差

6.0ﾎﾟｲﾝﾄ

年度別
想定値

－
格差

4.6ﾎﾟｲﾝﾄ
以下

格差
2.3ﾎﾟｲﾝﾄ
以下

格差解消 － －

R3年度 R4年度 R5年度

(1) 65歳平均要介護期間
全国平均値を下回る
 （令和２年度目標）

実績値 男性1.77年
女性3.62年

男性1.78年
女性3.69年

男性1.70年
女性3.68年

行動目標 年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度

年度別
想定値

－
男性1.67年
女性3.44年

未満

男性1.59年
女性3.34年

未満

Ⅲ 介護給付の適正化
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